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使用料・手数料の見直し案における変更点

１　適用時期の変更

　⑴　冬季は開設しない屋外スポーツ施設等の使用料

　　　シーズン終了間近であり、利用者の混乱を避けるため、適用時期を次期シーズンからに

　　変更する。

　　＜適用時期を令和９年４月20日に変更する施設＞

　　・花咲スポーツ公園：陸上競技場、硬式野球場、軟式野球場、球技場、硬式・軟式テニス

　　　　　　　　　　　　コート、洋弓場

　　・東光スポーツ公園：軟式野球場第１～３球場、球技場、硬式・軟式テニスコート

　　・忠和公園：多目的運動広場、多目的コート

　　・カムイの杜公園：多目的運動広場、硬式・軟式テニスコート

　　・忠和テニスコート

　　＜適用時期を令和９年５月15日に変更する施設＞

　　・嵐山レクリエーション施設

　⑵　廃棄物処理関係手数料のうち、ごみ埋立処分手数料及びごみ焼却処分手数料

　　　事業系一般廃棄物を排出する事業者への影響を考慮するとともに、家庭系一般廃棄物の

　　適用時期を踏まえ、令和９年４月１日に変更する。

２　項目の廃止

　　　工業技術センターの使用料のうち加工機器の一部項目（シャリングマシン、コーナー

　　シャー）について、他の機器で代替が可能であることから廃止する。

３　項目の除外

　　　市営牧場の使用料のうち馬の項目について、規則に規定していることから除外する。


